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債
務
不
履
行
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
瑕
疵
担
保
責
任
論
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
売
主
の
二
度
目
の
弁
済
提
供
を
、

売
主
の
義
務
と
し
て
認
め
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
売
主
の
権
利
と
し
て
認
め
る
べ
き
か
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
原
則
と
し
て
、
売

主
に
二
度
目
の
弁
済
提
供
を
認
め
る
方
向
自
体
は
支
持
さ
れ
よ
う（（
（

。

　

こ
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
契
約
不
適
合
物
の
給
付
の
場
合
に
買
主
に
売
主
に
対
す
る
追
完
請
求
権
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
と
そ
の
効
果
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
、
わ
が
国

の
民
法
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
手
掛
か
り
と
な
る
規
定
を
す
で
に
設
け
て
い
る
と
も
映
る
。
そ
れ
が
、
民
法
第
四
七
五
条
の
い
わ

ゆ
る
他
人
物
に
よ
る
弁
済
を
規
律
す
る
規
定
で
あ
る
。

　

こ
の
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
三
八
条
を
旧
民
法
財
産
編
第
四
五
五
条
を
介
し
て
継
受
し
た
規
定
で
あ
る
た
め
、
以
下

で
は
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
、
次
に
旧
民
法
の
規
定
内
容
を
検
証
し
た
う
え
で
、
現
行
民
法
の
前
記
規
定
の
現
代
的
意
義
を
探
求

す
る
こ
と
と
し
よ
う
。二

．
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
三
八
条
第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
一
二
三
八
条
第
一
項

　

有
効
に
弁
済
す
る
に
は
、
弁
済
と
し
て
与
え
ら
れ
る
物
の
所
有
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
譲
渡
す
る
能
力
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
文
言
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
弁
済
の
有
効
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
弁
済
者
が
弁
済
さ
れ
る
物
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
、
お
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よ
び
、
そ
れ
を
譲
渡
す
る
能
力
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
譲
渡
能
力
の
問
題
は
別
稿
に
譲
り（（
（

、
本
稿
は
も
っ
ぱ
ら
こ

の
所
有
者
要
件
に
着
目
す
る
。

１　

第
一
二
三
八
条
の
適
用
範
囲

　

ま
ず
、
こ
の
規
定
は
お
よ
そ
弁
済
一
般
に
関
す
る
有
効
要
件
を
定
め
る
よ
う
に
映
る
が
、
こ
の
点
が
批
判
を
受
け
る
。
第
一
二
三

八
条
が
前
提
と
す
る
の
は
、
弁
済
に
よ
っ
て
弁
済
目
的
物
の
所
有
権
が
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
移
転
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、

第
一
二
三
八
条
が
由
来
す
る
ポ
チ
エ
の
『
債
務
法
概
説
』
が
説
く
と
こ
ろ
で
は
、「
債
務
が
何
か
物
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
場
合
、

弁
済
は
、
我
々
が
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
物
の
所
有
権
の
供
与
ま
た
は
移
転
か
ら
な
る
た
め
、
そ
こ
で
は
、
弁
済
が
有
効
と

な
る
た
め
に
は
、
弁
済
が
そ
の
者
が
弁
済
し
た
物
の
所
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
弁
済
が
、
弁
済
さ
れ
た
物
の
所
有
者
に
よ
っ
て
ま
た
は
そ
の
同
意
か
ら
為
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
弁
済
は
有
効
で

は
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
弁
済
す
る
者
は
、
彼
が
弁
済
を
す
る
債
権
者
に
そ
の
物
の
所
有
権
を
移

転
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
人
も
自
己
の
有
す
る
以
上
の
権
利
を
他
人
に
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（N

em
o 

plus juris in alium
 transferre potest quam

 ipse habet
）、
学
説
彙
纂
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
五
四
法
文（（
（

」。

　

し
か
し
、
弁
済
は
必
ず
し
も
与
え
る
債
務
の
弁
済
に
限
ら
れ
な
い
の
に
、
第
一
二
三
八
条
が
想
定
す
る
弁
済
は
所
有
権
の
移
転
を

内
容
と
す
る
債
務
の
弁
済
に
限
定
さ
れ
る
た
め（（
（

、
第
一
二
三
八
条
の
規
律
は
「
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
」
と
さ
え
評
さ
れ
る（（
（

。
物
の

引
渡
し
を
内
容
と
す
る
債
務
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
使
用
借
主
や
賃
借
人
あ
る
い
は
受
託
者
ま
た
は
質
権
者
は
、
目
的
物
を
そ
れ

ぞ
れ
使
用
貸
主
、
賃
貸
人
あ
る
い
は
寄
託
者
ま
た
は
質
権
設
定
者
に
返
還
す
る
債
務
を
弁
済
す
る
に
際
し
て
、
所
有
権
を
移
転
す
る

債
務
を
負
っ
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る（（
（

。
た
と
え
所
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
債
務
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス

民
法
典
は
、
特
定
物
の
所
有
権
の
移
転
を
合
意
の
効
果
と
し
て
、
合
意
時
点
で
た
だ
ち
に
所
有
権
が
債
務
者
か
ら
債
権
者
へ
と
移
転
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す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
第
七
一
一
条
、
第
九
三
八
条
、
第
一
一
三
八
条
、
第
一
五
八
三
条
参
照
）。
確
か
に
ポ
チ
エ
の
時
代
は
、

ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
に
沿
っ
て
引
渡
し
に
よ
る
所
有
権
移
転
を
原
則
と
し
て
い
た
た
め（（
（

、
ポ
チ
エ
は
、
弁
済
に
よ
る
所
有
権
の
移

転
を
前
提
に
し
て
、
弁
済
者
が
所
有
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
許
で
は
、
も
は
や
そ
の

よ
う
な
説
明
は
妥
当
し
な
い
。
マ
ル
カ
デ
は
、
ポ
チ
エ
が
弁
済
に
よ
る
所
有
権
移
転
を
前
提
に
し
た
慎
重
さ
と
対
比
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
典
が
安
易
に
ポ
チ
エ
の
記
述
に
依
拠
し
た
そ
の
無
思
慮
を
批
判
す
る（（
（

。
ト
ゥ
リ
エ
も
、
こ
の
矛
盾
は
「
法
典
の
草
案
が
起
草

さ
れ
た
そ
の
慌
た
だ
し
さ
」
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
の
両
者
の
矛
盾
を
解
消
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
説
い
て
い
る（（
（

。
も
っ
と
も
、
第

一
二
三
八
条
に
対
す
る
上
記
の
よ
う
な
批
判
は
「
注
釈
的
」
と
い
う
だ
け
で
な
く（（（
（

、
第
一
二
三
八
条
が
い
う
弁
済
と
し
て
「
与
え
ら

れ
た
」
物
と
は
、
弁
済
と
し
て
「
譲
渡
さ
れ
た
」
物
の
意
味
で
あ
る
た
め
、
決
し
て
文
言
自
体
も
不
当
で
は
な
い
と
す
る
理
解
も
あ

る
（
（（
（

。
要
す
る
に
、
法
典
の
編
纂
者
は
弁
済
を
規
定
し
た
の
で
あ
り
、
弁
済
の
通
常
事
例
が
所
有
権
移
転
で
あ
る
と
き
、
債
務
者
が
所

有
権
を
移
転
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う（（（
（

。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
一
二
三
八
条
の
適
用
範
囲
は
、
所
有
権
を
移
転
す
る
債
務
の
中
の
次
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
ま
ず
、
上
記

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
合
意
に
よ
る
所
有
権
移
転
原
則
と
の
関
係
か
ら
、
特
定
物
の
所
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
債
務
で

あ
っ
て
、
そ
の
所
有
権
の
移
転
が
合
意
時
で
は
な
く
弁
済
時
で
あ
る
こ
と
が
特
約
さ
れ
る
場
合
で
あ
る（（（
（

。
第
二
に
、
種
類
債
務
の
場

合
に
は
、
弁
済
時
点
で
目
的
物
の
所
有
権
は
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
移
転
す
る
た
め
、
第
一
二
三
八
条
の
適
用
が
も
っ
と
も
典
型
的

に
認
め
ら
れ
る（（（
（

。
第
三
に
、
弁
済
が
第
三
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
場
合
に
も
、
第
三
者
が
目
的
物
の
所
有
者
で
な
い
こ
と
が
想
定
で

き
、
と
り
わ
け
、
物
の
所
有
者
が
債
務
者
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
第
三
者
に
よ
る
弁
済
は
所
有
者
で
な
い
者
に
よ
る
弁
済
と
な
ろ
う（（（
（

。

最
後
に
、
弁
済
さ
れ
る
べ
き
物
と
は
別
の
物
に
よ
っ
て
弁
済
が
行
わ
れ
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る
代
物
弁
済
の
場
合
で
の
他
人
物
に
よ
る

弁
済
で
あ
る（（（
（

。
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２　

弁
済
無
効
の
請
求
権
者

　

次
に
問
題
と
な
る
は
、
弁
済
無
効
の
請
求
権
者
で
あ
る
。
他
人
物
弁
済
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
弁
済
に
よ
っ
て
所
有
権
の
移
転

を
受
け
ら
れ
な
い
債
権
者
が
、
弁
済
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
物
の
所
有
権
を
取
得
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
弁

済
の
無
効
は
相
対
無
効
で
あ
り
、
弁
済
の
無
効
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
債
権
者
こ
そ
が
、
弁
済
の
無
効
を
請
求
で
き
る
こ
と
を
起

点
と
す
る
。
し
か
も
、
債
権
者
が
弁
済
の
時
点
で
、
弁
済
目
的
物
が
債
務
者
の
所
有
物
で
な
い
こ
と
に
つ
き
善
意
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
債
権
者
が
他
人
物
で
あ
る
と
知
っ
て
弁
済
を
受
領
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
債
権
者
自
身
が
暗
黙
裏
に
追
奪

の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る（（（
（

。

　

し
か
し
、
た
と
え
債
務
者
が
非
所
有
物
に
よ
っ
て
弁
済
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
有
者
が
そ
の
弁
済
を
追
認
す
る
場
合
や
債
権

者
が
譲
渡
や
相
続
を
通
じ
て
確
定
的
に
所
有
者
か
ら
目
的
物
の
所
有
権
を
取
得
し
た
場
合
に
、
債
権
者
は
も
は
や
弁
済
の
無
効
を
主

張
す
る
利
益
を
持
た
な
い（（（
（

。
ま
た
、
債
権
者
が
、
弁
済
さ
れ
た
他
人
物
を
時
効
取
得
な
い
し
即
時
取
得
す
る
場
合
に
も
、
債
権
者
は

当
該
物
の
所
有
権
を
有
効
に
取
得
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
弁
済
の
無
効
を
主
張
す
る
利
益
を
持
た
な
い（（（
（

。
も
っ
と
も
、
所

有
者
で
は
な
い
者
に
よ
っ
て
弁
済
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
物
が
、
そ
の
後
偶
然
事
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
場
合
に
も
、
な
お
債
権
者
は

弁
済
の
無
効
を
主
張
で
き
る
。
債
権
者
は
、
弁
済
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
弁
済
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
他
人
物
が
偶
然

事
に
よ
っ
て
滅
失
す
る
こ
と
で
そ
の
返
還
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
が
、
債
務
者
に
対
し
て
な
お
債
務
の
履
行
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
債
務
者
が
偶
然
事
に
よ
る
目
的
物
の
滅
失
の
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る（（（
（

。

　

他
方
で
問
題
と
な
る
の
は
、
弁
済
を
し
た
債
務
者
自
身
が
、
他
人
物
に
よ
る
弁
済
の
無
効
を
主
張
で
き
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。

し
か
し
、「
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
追
奪
で
き
な
い
（Q

uem
 de evictione tenet actio, eum

dem
 agentem

 repellit 

exceptio

）」
と
い
う
法
格
言
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
他
人
物
を
弁
済
と
し
て
引
き
渡
し
た
債
務
者
は
目
的
物
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
も
、
他
人
物
の
弁
済
に
よ
る
無
効
は
相
対
無
効
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
債
務
者
は
弁
済
の
無
効
を
主
張
で
き
な
い
と



128

法学研究 88 巻 1 号（2015：1）

す
る
見
解
が
あ
る（（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
む
し
ろ
多
数
説
は
、
債
務
者
が
他
人
物
に
よ
る
弁
済
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、

「
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
追
奪
で
き
な
い
」
と
い
う
法
格
言
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
訴
権
に
関
す
る
格
言
で
あ
る
が
、

他
人
物
弁
済
で
債
務
者
が
弁
済
の
無
効
に
基
づ
い
て
返
還
請
求
す
る
根
拠
は
所
有
権
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
格
言
は
債
務
者
の
弁
済

無
効
と
返
還
請
求
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
り
得
な
い（（（
（

。
ま
た
、
相
対
無
効
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
債
務
者
に
弁
済
無
効
の
主
張
は
認

め
ら
れ
な
い
が
、
立
法
者
が
そ
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
事
実
、
第
一
二
三
八
条
第
二
項
は
、
債
権
者

が
弁
済
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
他
人
物
を
善
意
で
消
費
し
た
場
合
に
債
務
者
が
返
還
請
求
で
き
な
い
こ
と
を
定
め
る
た
め
、
そ
の
反

面
で
、
債
権
者
が
悪
意
で
消
費
し
た
場
合
に
は
、
債
務
者
の
返
還
請
求
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る（（（
（

。
仮
に
、
債
権
者
だ
け
が
弁
済

の
無
効
を
主
張
で
き
る
と
す
れ
ば
、
債
務
者
は
い
つ
ま
で
も
債
権
者
の
無
効
主
張
と
そ
れ
に
よ
る
危
険
負
担
に
晒
さ
れ
、
し
か
も
、

真
実
の
所
有
者
か
ら
の
追
奪
に
も
晒
さ
れ
る
た
め
で
あ
る（（（
（

。

３　

弁
済
無
効
の
効
果

　

債
権
者
が
他
人
物
弁
済
の
無
効
を
主
張
す
る
場
合
、
債
権
者
は
弁
済
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
他
人
物
を
債
務
者
に
返
還
し
ま
た
は

返
還
の
提
供
を
し
て
、
債
務
者
に
債
務
の
弁
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る（（（
（

。
ま
た
、
多
数
説
に
よ
り
債
務
者
は
、
他
人
物
弁
済
の
無

効
を
主
張
し
て
債
権
者
に
引
き
渡
さ
れ
た
他
人
物
を
不
当
利
得
に
基
づ
い
て
返
還
請
求
で
き
る
が
、
な
お
債
務
を
履
行
す
る
義
務
を

負
っ
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
二
度
目
の
弁
済
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（（（
（

。

４　

他
人
物
に
よ
る
代
物
弁
済

　

他
人
物
弁
済
事
例
の
一
つ
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
が
代
物
弁
済
の
事
例
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
四
三
条
は
、「
債
権
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者
は
、
提
供
さ
れ
た
物
の
価
値
が
同
等
あ
る
い
は
よ
り
高
く
て
も
、
彼
に
為
さ
れ
る
べ
き
物
と
は
別
の
物
を
受
け
取
る
こ
と
を
強
制

さ
れ
得
な
い
」
と
定
め
る
が
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
債
権
者
が
本
来
給
付
さ
れ
る
べ
き
物
と
は
別
の
物
の
提
供
に
応
じ
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
代
物
弁
済
（dation en paiem

ent

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
正
面
か
ら
代
物
弁
済
を

認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
だ
、
第
二
〇
三
八
条
で
代
物
弁
済
に
よ
る
債
務
の
保
証
人
の
解
放
効
果
だ
け
を
定
め
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
註
釈
学
派
の
多
く
は
、
こ
の
代
物
弁
済
を
目
的
物
の
変
更
に
よ
る
更
改
と
捉
え
て
い
た（（（
（

。
も
っ
と
も
、
代
物
弁
済
は
、
同

時
に
売
買
あ
る
い
は
交
換
と
類
比
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
金
銭
債
務
の
弁
済
に
代
え
て
物
が
弁
済
さ
れ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
あ

た
か
も
売
主
の
如
く
目
的
物
の
所
有
権
を
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
債
権
者
は
買
主
の
如
く
、
以
前
の
金
銭
債
権
を
消
滅
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
代
金
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
売
買
に
類
似
す
る
と
理
解
さ
れ
る（（（
（

。

　

註
釈
学
派
の
間
で
は
、
他
人
物
の
代
物
弁
済
に
よ
る
旧
債
務
の
消
滅
効
果
は
争
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
は
、

ポ
チ
エ
が
債
権
者
に
旧
債
務
の
履
行
請
求
と
担
保
訴
権
と
の
選
択
を
認
め
て
い
た
の
を
激
し
く
批
判
し
て
、
他
人
物
に
よ
る
代
物
弁

済
は
無
効
で
あ
る
た
め
旧
債
務
に
基
づ
く
権
利
し
か
認
め
ず
、
第
二
〇
三
八
条
の
保
証
人
の
解
放
効
果
も
、
権
利
を
留
保
し
な
か
っ

た
債
権
者
の
懈
怠
に
求
め
て
い
る（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
ユ
ッ
ク
は
、
む
し
ろ
他
人
物
の
代
物
弁
済
に
よ
る
旧
債
務
の
消

滅
効
果
を
前
提
に
し
て
債
権
者
に
追
奪
担
保
訴
権
の
み
を
認
め
、
そ
の
根
拠
と
な
る
べ
き
保
証
人
の
解
放
を
定
め
る
第
二
〇
三
八
条

の
規
定
を
他
の
物
的
担
保
に
も
拡
張
す
る
の
で
あ
る（（（
（

。

三
．
旧
民
法

１　

他
人
物
弁
済

　

旧
民
法
財
産
編
第
四
五
五
条
（
草
案
第
四
七
六
条
）
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
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旧
民
法
財
産
編
第
四
五
五
条

　

①�

義
務
カ
定
量
物
ノ
所
有
権
ノ
移
転
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
物
ノ
所
有
者
ニ
シ
テ
且
之
ヲ
譲
渡
ス
ノ
能
力
ア
ル
者
ニ
非
サ
レ
ハ
引
渡
其

他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
弁
済
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　

②
他
人
ノ
物
ヲ
引
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
事
者
各
自
ニ
其
弁
済
ノ
無
効
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　

③
譲
渡
ス
ノ
能
力
ナ
キ
所
有
者
カ
物
ヲ
引
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
所
有
者
ノ
ミ
弁
済
ノ
無
効
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　

④
右
孰
レ
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
債
務
者
ハ
更
ニ
有
効
ナ
ル
弁
済
ヲ
為
ス
ニ
非
サ
レ
ハ
引
渡
シ
タ
ル
物
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
〔
⑤
⑥
省
略
〕

　

す
で
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
三
八
条
の
適
用
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
批
判
の
多
か
っ
た
文
言
に
配
慮
し
て
、
草
案
起
草
者
の
ボ

ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
そ
の
点
で
改
良
を
加
え
た
イ
タ
リ
ア
民
法
典
も
参
照
さ
せ
つ
つ（（（
（

、
他
人
物
弁
済
の
無
効
を
通
用
さ
せ
る
範
囲
を
明

確
に
限
定
し
て
い
る
。
し
か
も
、
フ
ラ
ン
ス
註
釈
学
派
で
ほ
ぼ
異
論
な
く
所
有
権
の
移
転
を
内
容
と
す
る
債
務
と
さ
れ
て
い
た
そ
の

適
用
範
囲
を
、
さ
ら
に
定
量
物
の
所
有
権
移
転
債
務
に
限
定
す
る
点
が
際
立
っ
て
い
る
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
特
定
物
の
所
有
権
は

合
意
の
み
で
移
転
さ
れ
る
た
め
（
旧
民
法
財
産
編
第
三
三
一
条
・
草
案
第
三
五
一
条
参
照
）、
弁
済
時
点
で
所
有
権
が
移
転
さ
れ
る
の
は

定
量
物
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
（
第
一
項
、
旧
民
法
財
産
編
第
三
三
二
条
・
草
案
第
三
五
二
条
参
照（

（（
（

）。
さ
ら
に
、
特
定
物
債
務
で
は
、

債
務
者
と
な
る
べ
き
者
が
所
有
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
コ
ー
ズ
が
欠
缺
す
る
た
め
合
意
自
体
が
無
効
と
な
る（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、

も
は
や
特
定
物
債
務
で
の
他
人
物
弁
済
自
体
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

他
人
物
弁
済
の
場
合
に
、
債
権
者
が
弁
済
の
無
効
を
主
張
で
き
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
争
わ
れ
て
い
た
の
は
、

債
務
者
も
弁
済
の
無
効
を
請
求
で
き
る
の
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
債
務
者
に
も
弁
済
の
無
効
請
求
を
認
め
る
べ

き
こ
と
を
明
文
で
規
定
す
る
（
第
二
項
）。
も
ち
ろ
ん
、
債
務
者
は
所
有
者
で
は
な
い
た
め
、
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
を
持
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た
ず
、「
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
追
奪
で
き
な
い
」
と
い
う
法
格
言
に
も
対
抗
さ
れ
な
い
が（（（
（

、
非
債
弁
済
に
基
づ
く
不
当

利
得
返
還
請
求
権
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
真
実
の
所
有
者
か
ら
損
害
賠
償
請
求
を
さ
れ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
以
上
、
債
務
者

に
は
独
自
に
弁
済
の
無
効
を
請
求
す
る
利
益
も
あ
る
と
い
う（（（
（

。

　

債
権
者
が
弁
済
の
無
効
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
受
け
取
っ
た
他
人
物
の
返
還
と
引
き
換
え
に
、
債
務
者
に
対
し
て
第
二
の
有
効

な
弁
済
を
請
求
で
き
、
債
務
者
も
ま
た
弁
済
の
無
効
を
主
張
し
て
、
第
二
の
有
効
な
弁
済
と
引
き
換
え
に
、
す
で
に
引
き
渡
さ
れ
た

他
人
物
の
返
還
を
請
求
で
き
る
（
第
四
項
）。
こ
の
返
還
関
係
に
つ
い
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、「
公
平
の
精
神
」
か
ら
、
債
務
者
が

返
還
を
求
め
る
に
は
有
効
な
弁
済
を
提
供
す
べ
き
と
し
て
、
債
権
者
に
一
種
の
留
置
権
を
認
め
る（（（
（

。
こ
の
同
時
履
行
関
係
は
、
す
で

に
フ
ラ
ン
ス
註
釈
学
派
の
多
く
が
認
め
て
い
た
。
た
だ
し
、
旧
民
法
草
案
で
は
、
債
務
者
が
有
効
な
弁
済
を
提
供
し
て
の
み
物
の
返

還
を
請
求
で
き
る
と
定
め
て
い
た
が
、
旧
民
法
で
は
、「
提
供
」
で
は
な
く
「
弁
済
」
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
同
時
履
行
の
関
係
が

曖
昧
と
な
っ
て
い
る
。

２　

代
物
弁
済

　

旧
民
法
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
四
三
条
に
対
応
す
る
財
産
編
第
四
六
〇
条
（
草
案
第
四
八
一
条
）
を
置
き
つ
つ
、
第
四
六

一
条
（
草
案
第
四
八
二
条
）
に
代
物
弁
済
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
。

旧
民
法
財
産
編
第
四
六
一
条

　

双
方
一
致
ニ
テ
物
ヲ
金
銭
ニ
、
金
銭
ヲ
物
ニ
又
ハ
或
ル
物
ヲ
他
ノ
物
ニ
代
ヘ
テ
弁
済
シ
若
ク
ハ
弁
済
ス
ル
コ
ト
ヲ
諾
約
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
原

義
務
ヲ
更
改
シ
タ
リ
ト
看
做
ス
其
行
為
ハ
場
合
ニ
因
リ
テ
売
買
又
ハ
交
換
ノ
規
則
ニ
従
フ
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ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
代
物
弁
済
を
更
改
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
債
務
の
消
滅
効
果
を
措
定
す
る
。
更
改
は
旧
債
務
の

担
保
の
消
滅
を
原
則
と
し
て
も
た
ら
す
た
め
、
債
権
者
が
留
保
し
な
い
限
り
、
旧
債
務
の
担
保
は
新
債
務
に
引
き
継
が
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
債
権
者
は
、
代
物
弁
済
の
提
供
に
同
意
を
与
え
る
こ
と
で
旧
債
務
を
消
滅
さ
せ
た
以
上
、
も
は
や
旧
債
務
に
基
づ
く
履

行
請
求
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
金
銭
債
務
に
代
え
て
物
が
弁
済
さ
れ
る
代
物
弁
済
の
場
合
、
売
買
に
類
比
さ
れ
る
こ
と
で
、

当
該
物
が
追
奪
さ
れ
れ
ば
、
債
権
者
は
買
主
の
如
く
債
務
者
に
対
し
て
追
奪
担
保
訴
権
を
行
使
で
き
る
。
反
面
で
、
物
に
代
え
て
金

銭
で
弁
済
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
初
の
物
が
債
務
者
の
許
で
追
奪
さ
れ
て
も
、
債
務
者
は
債
権
者
に
担
保
責
任
を
追
及
で
き
な
い
。

も
と
も
と
他
人
物
の
給
付
を
約
束
し
て
い
た
債
務
者
の
懈
怠
が
原
因
だ
か
ら
で
あ
る（（（
（

。

　

お
そ
ら
く
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
代
物
弁
済
を
別
途
明
示
で
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
物
弁
済
規
定
の
射
程
を
種
類
債
務
の

弁
済
に
限
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
自
身
は
、
代
物
弁
済
に
よ
る
旧
債
務
の
完
全
消
滅
を
前
提
と
し
た
論
理
を
展
開
す

る
た
め
、
他
人
物
に
よ
る
代
物
弁
済
を
他
人
物
弁
済
の
原
則
に
照
ら
し
て
無
効
と
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る（（（
（

。

四
．
現
行
民
法

１　

他
人
物
弁
済
の
効
力

　

法
典
調
査
会
で
は
、
現
行
第
四
七
五
条
に
該
当
す
る
第
四
八
三
条
が
、「
弁
済
者
カ
他
人
ノ
物
ヲ
引
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
更
ニ
有
効

ナ
ル
弁
済
ヲ
為
ス
ニ
非
サ
レ
ハ
其
物
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
し
て
、
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
趣
旨
と
し
て
、
穂
積
陳
重
起
草
委
員

は
、
旧
民
法
財
産
編
第
四
五
五
条
第
一
項
と
第
二
項
は
当
然
の
こ
と
と
し
た
う
え
で
、
第
四
項
の
み
を
そ
の
よ
う
な
形
で
提
案
す
る

こ
と
で
、
債
権
者
が
債
務
者
の
返
還
請
求
に
対
し
て
有
効
な
弁
済
と
の
引
き
換
え
給
付
を
「
留
置
権
ノ
如
ク
」
主
張
で
き
る
と
説
明

す
る（（（
（

。
も
と
よ
り
他
人
物
弁
済
は
無
効
で
、
そ
れ
を
債
務
者
と
債
権
者
の
双
方
が
主
張
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
、
弁
済
と
し
て
引
き
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渡
さ
れ
た
他
人
物
と
有
効
な
二
度
目
の
弁
済
と
の
引
き
換
え
給
付
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
趣
旨
説
明
か
ら
す
れ
ば
、
現
行
第
四
七
五
条
が
、
旧
民
法
財
産
編
第
四
五
五
条
第
一
項
、
第
二
項
を
前
提
に
、
新
た

に
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
明
文
化
さ
れ
た
同
条
第
四
項
を
そ
の
ま
ま
継
受
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
行
第
四
七
五
条
の
文
言
か
ら
は
、
そ
の
適
用
を
種
類
債
務
に
限
定
す
る
こ
と
は
窺
わ
れ
な
い
。
果
た
し
て
、
第
四
七
五
条
の
適
用

は
種
類
債
務
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
他
人
の
特
定
物
を
売
買
し
て
、
売
主
が
そ
の
所
有
権
を
買
主
に
移
転
で

き
な
い
場
合
、
た
と
え
売
買
目
的
物
が
引
き
渡
さ
れ
て
も
当
該
弁
済
は
無
効
で
あ
り
、
買
主
は
売
主
に
対
し
て
な
お
所
有
権
の
移
転

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
売
主
が
そ
の
返
還
と
引
き
換
え
に
再
度
有
効
な
弁
済
を
す
る
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
。
事
実
、
こ

の
規
定
の
適
用
が
種
類
債
務
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
と
解
す
る
の
が
、
わ
が
国
の
今
日
に
至
る
ま
で
の
学
説
で
あ
る
。
特
定
物
債
務
で

あ
れ
ば
、
給
付
対
象
と
な
る
物
が
唯
一
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
代
わ
る
物
に
よ
る
有
効
な
弁
済
の
余
地
が
な
い
た
め
で
あ
る（（（
（

。
ま
た
、

金
銭
債
務
で
も
、
債
務
者
が
他
の
金
銭
で
真
の
所
有
者
に
償
還
す
れ
ば
所
有
者
に
不
利
益
は
な
く
、
金
銭
が
他
の
金
銭
と
代
わ
っ
た

と
こ
ろ
で
債
権
者
に
利
益
も
な
い
た
め
、
や
は
り
、
本
条
の
適
用
は
種
類
債
務
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（（（
（

。

　

し
か
し
、
第
四
七
五
条
は
有
効
な
弁
済
と
引
き
換
え
の
返
還
請
求
を
認
め
る
こ
と
を
規
定
す
る
た
め（（（
（

、
引
き
換
え
の
給
付
が
認
め

ら
れ
る
種
類
債
務
に
適
用
が
限
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
他
人
物
に
よ
る
弁
済
が
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、
何
も
種
類
債

務
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
も
、
旧
民
法
と
は
異
な
っ
て
、
現
行
民
法
は
他
人
物
売
買
も
有
効
と
す
る
た
め
（
第
五
六
〇
条
）、

特
定
物
債
務
で
も
他
人
物
弁
済
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
特
定
物
債
務
で
あ
っ
て
も
、
買
主
が
弁
済
の
無
効
を
主
張
し

て
売
主
か
ら
弁
済
し
た
他
人
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る（（（
（

。
こ
の
場
合
に
、
第
四
七
五
条
の
趣
旨
を
敷
衍
す
れ
ば
、

買
主
は
売
主
に
損
害
賠
償
額
を
提
供
し
て
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
し
か
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、

弁
済
無
効
と
い
う
法
律
効
果
は
単
に
債
務
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
債
務
不
履
行
（
あ
る
い
は

担
保
責
任
）
に
基
づ
い
て
債
権
者
が
債
務
者
に
二
度
目
の
有
効
な
弁
済
を
請
求
で
き
る
と
き
、
一
度
目
に
引
き
渡
さ
れ
た
物
の
返
還
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と
引
き
換
え
で
し
か
そ
の
請
求
が
で
き
な
い
と
い
う
解
決
方
策
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
反
面
で
、
債
務
者
が
二
度
目
に
有
効
な
弁

済
を
す
る
に
は
、
一
度
目
の
弁
済
で
引
き
渡
さ
れ
た
物
の
返
還
と
引
き
換
え
で
行
え
ば
良
い
と
い
う
解
決
方
策
も
、
同
時
に
提
示
し

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
が
他
人
物
の
返
還
を
請
求
で
き
る
場
合
、
債
権
者
は
代
わ
り
の
有
効
な
弁
済
を
受

け
る
た
め
に
、
弁
済
と
し
て
受
け
取
っ
た
他
人
物
に
つ
い
て
留
置
権（（（
（

な
い
し
は
債
権
的
抗
弁
権（（（
（

を
主
張
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

２　

他
人
物
に
よ
る
代
物
弁
済

　

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
説
も
、
他
人
物
に
よ
る
代
物
弁
済
の
効
果
に
つ
き
、
債
務
が
消
滅
す
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て

争
っ
て
い
た
。
他
人
物
の
代
物
弁
済
に
よ
っ
て
債
務
が
な
お
消
滅
し
な
い
と
す
れ
ば
、
債
権
者
は
旧
債
務
の
履
行
を
主
張
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
代
物
弁
済
に
よ
っ
て
終
局
的
に
債
務
が
弁
済
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
債
権
者
は
も
は
や
旧
債
務
の
履
行
を
主
張
で
き

な
い
た
め
、
他
人
物
給
付
に
基
づ
く
権
利
供
与
義
務
違
反
の
責
任
、
す
な
わ
ち
、
権
利
の
瑕
疵
に
基
づ
く
担
保
責
任
を
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
た（（（
（

。
こ
れ
ら
両
極
の
学
説
の
中
で
、
普
通
法
学
説
で
支
配
的
で
あ
っ
た
の
は
、
債
権
者
は
、
旧
債
務
の
存
続
を
主
張
す
る

か
、
も
し
く
は
、
旧
債
務
の
消
滅
に
基
づ
く
担
保
責
任
の
主
張
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
で
あ
っ
た（（（
（

。
し
か
し
、

債
権
者
に
自
由
な
選
択
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
債
権
者
に
と
っ
て
は
有
利
に
働
く
と
し
て
も
、
債
務
者
は
極
め
て
不
安
定
な
立
場

に
立
た
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
債
務
法
部
分
草
案
で
、
代
物
弁
済
に
よ
る
確
定
的
・
終
局
的
な
債
務
の
消

滅
効
果
を
前
提
に
、
他
人
物
に
よ
る
代
物
弁
済
の
場
合
、
債
権
者
に
権
利
の
瑕
疵
に
基
づ
く
担
保
責
任
に
基
づ
く
権
利
を
認
め
る
こ

と
を
提
案
し
た
（
履
行
に
関
す
る
部
分
草
案
第
二
条（

（（
（

）。

　

キ
ュ
ー
ベ
ル
の
部
分
草
案
は
、
第
一
委
員
会
で
、
大
き
く
修
正
を
受
け
る
。
ま
ず
、
部
分
草
案
は
債
権
者
に
権
利
の
瑕
疵
に
基
づ

く
担
保
責
任
に
基
づ
く
権
利
し
か
認
め
な
い
が
、
物
の
瑕
疵
に
基
づ
く
担
保
責
任
の
権
利
も
認
め
る
こ
と
で
、
債
権
者
は
解
除
権
を

行
使
し
て
代
物
弁
済
を
解
消
し
、
旧
債
務
の
復
活
も
は
か
れ
る
と
す
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
部
分
草
案
は
、
物
の
給
付
の
場
合
し
か
想
定
し
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て
い
な
い
と
し
て
批
判
を
受
け
、
そ
の
他
の
給
付
も
含
め
る
よ
う
に
広
く
規
定
し
、「
疑
わ
し
い
場
合
、
新
た
な
責
任
が
履
行
に
代

え
て
引
き
受
け
ら
れ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
の
解
釈
規
定
も
付
加
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た（（（
（

。

　

フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
代
物
弁
済
と
債
権
譲
渡
お
よ
び
債
務
引
受
規
定
の
整
備
に
よ
っ
て
、
も
は
や
更
改
規
定
は
不
要
に
な

る
と
主
張
し
て
い
た（（（
（

。
第
一
委
員
会
も
、
そ
の
基
本
方
針
を
承
認
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
部
分
草
案
の
物
給
付
に
よ
る
代
物
弁

済
規
定
だ
け
で
は
、
そ
の
他
の
給
付
に
よ
る
代
物
弁
済
が
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
ず
、
更
改
も
削
除
さ
れ
れ
ば
法
の
欠
缺
が
生
じ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
第
一
草
案
理
由
書
は
、
従
来
の
責
任
が
同
一
当
事
者
間
で
他
の
責
任
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
契
約
も
有
効
で
あ
る
が
、
た

だ
、
こ
の
合
意
に
よ
っ
て
旧
債
務
が
新
債
務
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
た
め
、
解
釈
規
定

の
必
要
が
あ
る
と
説
く（（（
（

。
こ
の
基
本
的
な
姿
勢
が
維
持
さ
れ
て
、
現
行
ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
六
四
条
が
制
定
さ
れ
た
。

　

翻
っ
て
、
わ
が
国
の
代
物
弁
済
規
定
に
つ
い
て
も
、
穂
積
陳
重
起
草
委
員
の
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
旧
民
法
の
代
物
弁
済
規
定

が
物
給
付
を
想
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
提
案
さ
れ
る
規
定
は
作
為
給
付
も
含
む
よ
う
に
広
く
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
旧
民
法

の
代
物
弁
済
規
定
は
代
物
弁
済
を
更
改
と
す
る
が
、
給
付
に
代
え
て
他
の
給
付
を
す
る
場
合
に
は
、「
是
ハ
ド
ウ
シ
テ
モ
弁
済
ノ
方

ニ
限
ル
更
改
ノ
方
デ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
争
ノ
ア
ル
ベ
キ
筈
ハ
ナ
イ
ト
思
フ
」
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
草
案
が
給
付
に
代
わ
る
他

の
給
付
に
よ
る
代
物
弁
済
を
弁
済
の
箇
所
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
参
照
さ
せ
て
い
る（（（
（

。
現
行
民
法
第
四
八
二
条
に
も
明
ら
か
な
と
お

り
、
代
物
弁
済
は
「
弁
済
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
趣
旨
は
旧
債
務
の
消
滅
効
果
が
想
定
さ
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
横
田
国
臣
委
員
が
代
物
弁
済
給
付
が
不
完
全
な
場
合
に
つ
い
て
質
問
を
す
る
の
に
対
し
て
、
穂
積
起
草
委
員
は
、

取
り
戻
し
が
で
き
れ
ば
取
り
戻
し
債
権
者
が
消
費
し
た
な
ら
弁
済
者
に
賠
償
権
が
あ
る
と
し
て
、
代
物
弁
済
を
無
効
と
す
る
よ
う
に

も
映
る
が
、「
原
義
務
ヲ
弁
済
シ
タ
ト
見
ル
」
と
も
説
明
す
る
た
め（（（
（

、
代
物
弁
済
に
よ
る
確
定
的
な
債
務
消
滅
を
認
め
る
よ
う
に
も

映
り
、
そ
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
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五
．
他
人
物
弁
済
と
他
人
物
売
買

　

で
は
、
他
人
物
に
よ
っ
て
債
務
が
履
行
さ
れ
た
場
合
に
、
債
権
者
に
は
ど
の
よ
う
な
権
利
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
フ
ラ
ン
ス
法
と

同
様
に
、
ド
イ
ツ
普
通
法
で
も
、
債
権
者
が
所
有
権
移
転
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
負
担
の
な
い
所
有
権
が
移
転
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た（（（
（

。
と
こ
ろ
が
、
他
人
物
弁
済
に
よ
っ
て
債
権
者
は
所
有
権
の
移
転
を
受
け
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

弁
済
は
無
効
で
あ
る
か
ら
、
種
類
債
務
で
は
債
権
者
は
所
有
権
の
移
転
が
で
き
る
別
の
物
の
給
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

特
定
物
債
務
も
含
め
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
物
の
所
有
権
移
転
ま
た
は
利
益
賠
償
の
請
求
権
も
認
め
ら
れ
る（（（
（

。
要
す
る
に
、
債
務
関
係

に
適
合
し
た
給
付
が
さ
れ
る
こ
と
で
債
務
関
係
が
消
滅
す
る
（
ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
六
二
条
第
一
項
）
と
い
う
履
行
の
原
則
規
定
に
帰

着
す
る
こ
と
に
な
る（（（
（

。
債
務
者
が
所
有
権
移
転
義
務
を
負
う
場
合
に
所
有
権
が
移
転
さ
れ
な
け
れ
ば
弁
済
が
無
効
と
な
る
と
い
う
原

則
は
、
ド
イ
ツ
普
通
法
で
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
で
も
、
ロ
ー
マ
法
で
の
与
え
る
債
務
に
お
け
る
他
人
物
弁
済
の
効
力
論

に
由
来
す
る
と
考
え
る
の
が
整
合
的
で
あ
る（（（
（

。

　

ロ
ー
マ
法
の
与
え
る
債
務
で
は
、
債
務
者
は
債
権
者
に
与
え
る
べ
き
目
的
物
の
所
有
権
を
移
転
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
た
め
、

他
人
物
で
弁
済
す
れ
ば
債
務
者
の
所
有
権
移
転
義
務
の
不
履
行
を
意
味
す
る
。
弁
済
は
も
と
よ
り
無
効
で
あ
っ
て
債
務
は
消
滅
せ
ず
、

債
務
者
は
な
お
債
権
者
に
当
該
物
の
所
有
権
を
移
転
す
る
義
務
を
負
う
。
他
方
で
、
周
知
の
と
お
り
、
ロ
ー
マ
の
諾
成
売
買
法
は
、

売
主
に
所
有
権
移
転
義
務
を
認
め
ず
、
平
穏
な
占
有
を
移
転
す
る
義
務
を
負
担
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い（（（
（

。
他
人
物
の
売
買
に
よ
っ
て
目

的
物
を
弁
済
し
た
売
主
は
、
買
主
が
真
実
の
所
有
者
か
ら
追
奪
の
訴
え
を
受
け
た
と
き
に
防
御
義
務
、
追
奪
さ
れ
て
は
じ
め
て
担
保

責
任
を
負
担
す
る（（（
（

。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
他
人
物
売
買
を
無
効
と
す
る
こ
と
で
ロ
ー
マ
法
か
ら
離
れ
は
す
る
も
の
の
、
な
お
売
主

に
追
奪
担
保
責
任
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
で
、
ロ
ー
マ
の
諾
成
売
買
法
を
引
き
継
い
で
い
る
。
ロ
ー
マ
法
の
諾
成
売
買
法
と
弁
済
法
と

の
二
重
構
造
が
、
売
買
法
と
弁
済
法
と
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
ロ
ー
マ
法
か
ら
の
伝
統
的
な
追
奪
担
保
責
任
を
離
れ
て
、
売
主
の
所
有
権
移
転
義
務
を
前
提
に
、

他
人
物
弁
済
を
権
利
供
与
義
務
の
不
履
行
と
し
て
把
握
す
る（（（
（

。
そ
の
た
め
、
追
奪
が
な
く
と
も
他
人
物
が
売
買
さ
れ
て
物
の
所
有
権

が
移
転
さ
れ
な
け
れ
ば
、
た
だ
ち
に
売
主
の
権
利
供
与
義
務
違
反
と
な
っ
て
、
所
有
権
移
転
義
務
の
不
履
行
責
任
（
担
保
責
任
）
が

発
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
に
、
与
え
る
債
務
に
お
け
る
所
有
権
移
転
義
務
は
も
っ
と
も
典
型
で
あ
る
売
買
法
に
お
け
る
他

人
物
売
買
に
お
け
る
所
有
権
移
転
論
へ
と
収
斂
す
る
。
つ
ま
り
、
他
人
物
売
買
に
お
い
て
、
売
主
が
買
主
に
所
有
権
を
移
転
し
な
い

場
合
、
買
主
が
売
主
に
対
し
て
権
利
の
瑕
疵
に
基
づ
く
（
大
き
な
）
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
と
き
、
買
主
は
売
主
に
対
し
て
目
的
物

を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

事
実
、
ド
イ
ツ
民
法
典
（
二
〇
〇
二
年
改
正
前
）
旧
第
四
四
〇
条
第
二
項
は
、
動
産
売
買
に
お
い
て
物
に
第
三
者
の
占
有
権
限
の

あ
る
権
利
が
存
在
す
る
た
め
、
買
主
が
そ
の
物
を
第
三
者
に
返
還
す
る
か
、
売
主
に
返
還
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
物
が
滅
失
し
た
場

合
に
だ
け
、
買
主
が
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
と
定
め
て
い
た
。
そ
こ
で
、
買
主
が
売
主
に
物
を
返
還
す
る
場
合
、

買
主
は
目
的
物
の
返
還
と
引
き
換
え
に
売
主
か
ら
損
害
賠
償
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
こ
こ

で
は
、
他
人
物
に
よ
る
弁
済
は
も
ち
ろ
ん
無
効
で
あ
る
が
、
有
効
な
弁
済
に
匹
敵
す
る
損
害
賠
償
と
引
き
換
え
で
の
目
的
物
の
返
還

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
二
三
八
条
で
の
議
論
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
わ
が
国
の
現
行
民
法
第
四
七

五
条
と
の
パ
ラ
レ
ル
な
価
値
判
断
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う（（（
（

。
要
す
る
に
、
権
利
の
瑕
疵
に
基
づ
く
救
済
に
際
し
て
、

買
主
の
目
的
物
返
還
債
務
の
履
行
と
の
同
時
交
換
関
係
を
示
唆
す
る
端
緒
が
、
第
四
七
五
条
に
見
い
だ
さ
れ
る
意
義
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関
係
が
物
の
瑕
疵
の
権
利
主
張
場
面
で
も
当
て
は
ま
る
の
か
ど
う
か
の
検
討
が
、
次
な
る
課
題
と
な
る
。

（
1
）　

共
通
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
売
買
法
草
案
は
、
商
事
売
買
で
は
売
主
が
二
度
目
の
提
供
の
権
利
を
持
つ
が
、
消
費
者
売
買
で
は
売
主
は
そ
の
権

利
を
持
た
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
、
こ
の
異
な
る
処
理
の
正
当
性
を
経
済
的
に
分
析
す
る
の
は
、Gerhard W

a
gn
er, Ö

konom
ische 
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A
nalyse des CESL: D

as Recht zur zw
eiten A

ndienung, in ZEuP., 2012, S.797ff.

（
2
）　

北
居
功
「
譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済
」
日
本
法
学
第
八
〇
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
に
掲
載
予
定
。

（
3
）　Robert-Joseph P

o
t
h
ier, T

raité des obligations, in Jean Joseph B
u
gn
et, Œ

uvres de Pothier, t.2, Paris, 1848, n
o 

495, p.271.
（
4
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
ビ
ゴ
＝
プ
レ
ア
ム
ヌ
は
、「
弁
済
は
所
有
権
の
移
転
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
有
効
に
弁

済
す
る
に
は
、
そ
の
た
び
に
所
有
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
譲
渡
す
る
能
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
こ
こ
で
の
弁
済
の
用
語
を
狭

く
限
定
し
て
い
た
。Pierre-A

ntoine F
en
et, Recueil com

plet des travaux préparatoires du code civil, t.13, Réim
pression 

de lʼédition 1827, O
snabrück, 1968, p.265; Jean L

o
cré, La législation civile, com

m
erciale et crim

inelle de la France, 
t.12, Paris, 1828, n

o 116, p.365.

（
5
）　V

ictor-N
apoléon M

a
rca

d
é, Explication théorique et pratique du code civil, t.4, 7

èm
e éd., Paris, 1873, n

o 682, p.552.

（
6
）　A

lexandre D
u
ra
n
t
o
n, Cours de droit français suivant le code civil, t.12, 3

èm
e éd., Paris, 1834, n

o 26, p.37; Léobon 
L
a
ro
m
bière, T

héorie et pratique des obligations ou com
m
entaire, t.3, Paris, 1857, A

rt.1238, n
o 1, pp.75-76; Charles 

D
em
o
lo
m
be, T

raité des contrats ou des obligations conventionelles en général, t.4, Paris, 1872, n
o 85, p.80; T

héophile 
H
u
c, Com

m
entaire théorique &

 pratique du code civil, t.8, Paris, 1895, n
o 13, p.25; Gabriel B

a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ 

Louis Joseph B
a
rd
e, T

raité théorique et pratique de droit civil, D
es obligations, t.2, 2

èm
e éd., Paris, 1902, n

o 1407, 
p.476, note 2.

（
7
）　

も
ち
ろ
ん
、
ポ
チ
エ
の
時
代
に
もdessaisine-saisine

条
項
に
よ
る
擬
制
的
引
渡
し
に
よ
り
合
意
時
点
で
の
所
有
権
の
移
転
が
認

め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
弁
済
に
よ
る
所
有
権
移
転
は
す
で
に
「
不
正
確
で
、
実
現
不
可
能
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

D
em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 85, p.79.

さ
ら
に
、Édouard C

o
lm
et d

e S
a
n
t
erre, Cours analytique de droit civil, t.5, 2

èm
e éd., 

Paris, 1883, n
o 177 bis III, p.310

も
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
の
公
証
人
慣
行
に
沿
っ
た
不
動
産
取
引
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
の
は
、

鎌
田
薫
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
動
産
取
引
と
公
証
人
の
役
割
㈠
㈡
―
―
〈
フ
ラ
ン
ス
法
主
義
〉
の
理
解
の
た
め
に
」
早
法
五
六
巻
一
号

（
一
九
八
〇
年
）
三
一
頁
以
下
、
二
号
（
一
九
八
一
年
）
一
頁
以
下
。

（
8
）　M

a
rca

d
é, op. cit., n

o 682, p.552.



139

他人物による弁済

（
9
）　Charles-Bonaventure-M

aire T
o
u
llier, Le droit civil français, t.7, 5

èm
e éd., Paris, 1842, n

o 6, p.14.
（
10
）　B

a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ B

a
rd
e, op. cit., n

o 1407, p.475, note 3.
（
11
）　Frédéric M

o
u
rlo

n, Répétitions écrites sur le code civil, t.2, Paris, 1881, n
o 1323, p.724.

（
12
）　François L

a
u
ren

t, Principes de droit civil français, t.17, 3
èm

e éd., Bruxelles/ Paris, 1878, n
o 493, pp.486-487.

（
13
）　L

a
ro
m
bière, op. cit., A

rt.1238, n
o 2, p.76; D

em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 86, p.82; M
a
rca

d
é, op. cit., n

o 682, p.553; H
u
c, op. 

cit., n
o 14, p. 25; B

a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ B

a
rd
e, op. cit., n

o 1407, p.476.

（
14
）　Claude-Étienne D

elv
in
co
u
rt, Cours de droit civil, t.2, Paris, 1819, p.155, p.751; Charles A

u
bry/ Charles R

a
u, 

Cours de droit civil français dʼaprès la m
éthode de Zachariae, t.4, 4

èm
e éd., Paris, 1871, 

§316, p.150; L
a
ro
m
bière, op. 

cit., A
rt.1238, n

o 2, p.76; D
em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 86, p.81; M
a
rca

d
é, op. cit., n

o 682, p.553; C
o
lm
et d

e S
a
n
t
erre, op. cit., 

n
o 177 bis II, p.310; H

u
c, op. cit., n

o 14, p.25; B
a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ B

a
rd
e, op. cit., n

o 1407, p.476.

（
15
）　A

u
bry /R

a
u, op. cit., 

§316, p.150; L
a
ro
m
bière, op. cit., A

rt.1238, n
o 3, p.76.

（
16
）　A

u
bry/ R

a
u, op. cit., 

§316, p.150, note 11; L
a
ro
m
bière, op. cit., A

rt.1238, n
o 3, p.76; D

em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 86, p.82; 
H
u
c, op. cit., n

o 14, p.26; B
a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ B

a
rd
e, op. cit., n

o 1407, pp.476-477.

（
17
）　D

em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 97, p.90; B
a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ B

a
rd
e, op. cit., n

o 1410, p.478.

（
18
）　B

a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ B

a
rd
e, op. cit., n

o 1411, p.478.

（
19
）　D

u
ra
n
t
o
n, op. cit., n

o 31, pp.46-47; A
u
bry/ R

a
u, 

§316, p.152, note 17; L
a
ro
m
bière, op. cit., A

rt.1238, n
o 5, pp.78-79.

し
か
し
、
債
権
者
は
時
効
の
利
益
を
放
棄
し
て
、
な
お
弁
済
の
無
効
を
主
張
で
き
る
と
す
る
の
が
、
む
し
ろ
多
数
説
で
あ
る
。

D
em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 95, pp.85 et suiv.; C
o
lm
et d

e S
a
n
t
erre, op. cit., n

o 177 bis X
III, p.315; M

a
rca

d
é, op. cit., n

o 683, 
p.554; M

o
u
rlo

n, op. cit., n
o 1324, p.725; L

a
u
ren

t, op. cit., n
o 496, p.489; H

u
c, op. cit., n

o 14, p.26; B
a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ 

B
a
rd
e, op. cit., n

os 1412 et suiv., pp.479-481.

（
20
）　D

em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 96, p.89; M
a
rca

d
é, op. cit., n

o 684, p.554; C
o
lm
et d

e S
a
n
t
erre, op. cit., n

o 177 bis X
IV

, 
p.315; L

a
u
ren

t, op. cit., n
o 497, p.490; H

u
c, op. cit., n

o 15, p.27; B
a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ B

a
rd
e, op. cit., n

o 1416, p.481.

反

対
す
る
の
は
、D

u
ra
n
t
o
n, op. cit., n

o 32, p.48.
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（
21
）　L

a
ro
m
bière, op. cit., A

rt.1238, n
o 5, p.78; M

a
rca

d
é, op. cit., n

o 683, p.553.

（
22
）　L

a
u
ren

t, op. cit., n
o 499, p.491; B

a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ B

a
rd
e, op. cit., n

o 1417, p.482.
（
23
）　D

em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 101, pp.93 et suiv.; C
o
lm
et d

e S
a
n
t
erre, op. cit., n

o 177 bis V
II, p.312; L

a
u
ren

t, op. 
cit., n

o 499, pp.491-492.
（
24
）　A

u
b
r
y /R

a
u, op. cit., 

§316, p.152, note 16; D
e
m
o
lo
m
b
e, op. cit., n

o 102, pp.95-96; C
o
lm
e
t d

e S
a
n
t
erre, 

op. cit., n
o 177 bis V

III, pp.312-313; M
o
u
rlo

n, op. cit., n
o 1325, p.726; L

a
u
ren

t, op. cit., n
o 499, p.492; H

u
c, op. cit., n

o 16, 
p.27; B

a
u
d
ry-L

a
ca
n
t
in
erie/ B

a
rd
e, op. cit., n

o 1417, pp.482-483.

（
25
）　T

o
u
llier, op. cit., n

o 6, p.15; D
em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 91, p.84; M
o
u
rlo

n, op. cit., n
o 1324, p.725; H

u
c, op. cit., n

o 14, 
p.26; 

デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
は
、
債
権
者
が
善
意
で
消
費
し
た
場
合
に
は
、
も
は
や
返
還
を
提
供
し
て
二
度
目
の
弁
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
す
る
。D

u
ra
n
t
o
n, op. cit., n

o 31, p.47.

も
ち
ろ
ん
、
債
権
者
が
追
奪
を
受
け
て
真
実
の
所
有
者
に
目
的
物
を
引
き
渡
し
て
い

た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
提
供
す
る
必
要
は
な
い
。P

o
t
h
ier, op. cit., n

o 498, p.272; C
o
lm
et d

e S
a
n
t
erre, op. cit., n

o 177 bis 
V
I, p.311.

（
26
）　D

em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 102, pp.95-96 et n
o 118, p.111; L

a
u
ren

t, op. cit., n
o 499, p.491; M

o
u
rlo

n, op. cit., n
o 1325, 

p.726; H
u
c, op. cit., n

o 16, p.27.

（
27
）　A

u
bry/ R

a
u, op. cit., 

§318, p.157, note 1; M
a
rca

d
é, op. cit., n

o 691, pp.558-559.

（
28
）　D

em
o
lo
m
be, op. cit., n

o 230, pp.203-204; C
o
lm
et d

e S
a
n
t
erre, op. cit., n

o 182 bis II, p.333; L
a
u
ren

t, op. cit., n
o 556, 

p.545.

（
29
）　D

u
ra
n
t
o
n, op. cit., n

o 81, pp.113 et suiv.
同
旨
、Raym

ond-T
héodore T

ro
plo

n
g, Le droit civil expliqué, t.17, D

u 
cautionnem

ent et des transactions, Paris, 1846, n
os 581 et suiv., pp.531 et suiv.; Paul P

o
n
t, Explication théorique et 

pratique du code civil, t.9, D
es petits contrats, Paris, 1878, n

os 398 et suiv., pp.215 et suiv.

（
30
）　H
u
c, op. cit., n

o 31, pp.48-49.

同
旨
、A

u
bry/ R

a
u, op. cit., 

§292, note 4; L
a
ro
m
bière, op. cit., A

rt.1278, n
o 9, p.554; 

François L
a
u
ren

t, Principes de droit civil français, t.28, 3
èm

e éd., Bruxelles/ Paris, 1878, n
os 281 et suiv., pp.283 et 

suiv.
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（
31
）　Gustave B

o
isso

n
a
d
e, Projet de Code Civil pour lʼEm

pire du Japon accom
pagné dʼun com

m
entaiere, t.2, D

es droits 
personnels ou obligations, 2

èm
e éd., T

okio, 1883, n
o 457, p.498.

　

イ
タ
リ
ア
民
法
典
第
一
二
四
〇
条
第
一
項

　

弁
済
さ
れ
る
物
の
所
有
権
を
債
権
者
に
移
転
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
弁
済
は
、
そ
れ
が
、
そ
の
物
の
所
有
者
で
、
そ
れ
を
譲
渡
す

る
能
力
が
あ
る
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
な
け
れ
ば
、
有
効
で
は
な
い
。

　

T
héophile H

u
c/ Joseph O

rsier, Le code civil italien et le code N
apoléon, Étude de législation com

paré, t.1, 2
èm

e 
éd., Paris, 1868, p.265.

（
32
）　B

o
isso

n
a
d
e, op. cit., n

o 456, p.497.

（
33
）　B

o
isso

n
a
d
e, op. cit., n

o 457, p.497.

（
34
）　

旧
民
法
財
産
編
第
三
九
六
条
（
草
案
財
産
編
第
四
一
六
条
）
第
二
項
は
、
権
利
の
譲
渡
人
が
自
ら
譲
受
人
に
妨
害
を
加
え
る
こ
と
を

禁
じ
て
お
り
、
こ
の
規
定
こ
そ
こ
の
法
格
言
の
現
れ
で
あ
る
。B

o
isso

n
a
d
e, op. cit., n

o 216, p.221, note (m
)

を
参
照
。

（
35
）　B

o
isso

n
a
d
e, op. cit., n

o 458, pp.498-499.

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
弁
済
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
物
が
偶
然
事
に
よ
っ
て
滅
失
す
る

場
合
に
も
、
善
意
消
費
の
場
合
と
同
様
に
、
債
権
者
の
無
効
訴
権
が
消
滅
す
る
と
し
て
、
危
険
を
債
権
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
で
、
フ
ラ

ン
ス
の
多
数
説
に
反
対
す
る
。B

o
isso

n
a
d
e, op. cit., n

o 459, p.500.

（
36
）　B

o
isso

n
a
d
e, op. cit., n

o 458, p.499.

（
37
）　B

o
isso

n
a
d
e, op. cit., n

o 472, pp.516-517.

（
38
）　

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
保
証
に
関
し
て
、
代
物
弁
済
や
更
改
等
に
よ
っ
て
債
権
者
と
主
た
る
債
務
者
と
の
間
に
生
じ
る
（
債
務
消
滅
）

効
果
は
、
代
物
弁
済
規
定
（
草
案
財
産
編
第
四
八
二
条
・
旧
民
法
財
産
編
第
四
六
一
条
）
等
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
し
て
お
り
（
草
案

債
権
担
保
編
第
一
〇
四
六
条
第
二
項
・
旧
民
法
債
権
担
保
編
第
四
六
条
第
二
項
）、
代
物
弁
済
に
よ
っ
て
主
た
る
債
務
が
消
滅
す
れ
ば
、

保
証
も
消
滅
す
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
二
〇
三
八
条
を
参
照
さ
せ
つ
つ
、「
こ
の
点

で
唯
一
指
摘
し
た
い
の
は
、
債
務
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
代
物
弁
済
が
、
弁
済
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
更
改
と
し
て
、
保
証
人
を
解
放
す

る
こ
と
で
あ
る
（
草
案
第
四
八
二
条
）。
そ
の
結
果
、
債
権
者
が
受
け
取
っ
た
物
を
後
に
追
奪
さ
れ
た
場
合
に
は
、
彼
は
保
証
人
に
対
す

る
償
還
の
権
利
を
持
た
な
い
」
と
説
く
。Gustave B

o
isso

n
a
d
e, Projet de code civil pour lʼEm

pire du Japon accom
pagné 
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dʼun com

m
entaire, t.4, D

es sûretés ou garanties des créances ou droits personnels, T
okio, 1889, pp.93-94, n

o 125, 
p.101.

（
39
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
八
四
年
）
二
五
一
頁
。

穂
積
委
員
は
、
帝
国
議
会
で
の
審
議
で
も
、「
留
置
権
」
を
回
答
し
て
い
る
。
廣
中
俊
雄
編
者
『
第
九
回
帝
國
議
會
の
民
法
審
議
』（
有
斐

閣
・
一
九
八
六
年
）
二
二
二
頁
。
前
田
達
明
監
修
〔
平
田
健
治
〕『
史
料
債
権
総
則
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）
四
八
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
40
）　

梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
三
債
権
編
』（
和
仏
法
律
学
校
・
明
法
堂
・
一
八
九
七
年
）
二
三
五
︱
六
頁
、
岡
松
参
太
郎
『
註
釈
民

法
理
由
第
七
版
』（
有
斐
閣
書
房
・
一
八
九
九
年
）
二
五
四
頁
、
横
田
秀
雄
『
債
権
総
論
（
第
九
版
）』（
日
本
大
学
・
清
水
書
店
・
一
九

一
二
年
）
八
五
〇
頁
、
石
坂
音
四
郎
『
日
本
民
法
第
三
編
債
権
』（
有
斐
閣
書
房
・
一
九
一
五
年
）
一
三
九
八
頁
、
鳩
山
秀
夫
『
日
本
債

権
法
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
二
五
年
）
四
〇
五
頁
、
田
島
順
＝
柚
木
馨
＝
伊
達
秋
雄
＝
近
藤
英
吉
『
註
釈
日
本
民
法
（
債
権
編
総
則
）

下
巻
』（
巌
松
堂
書
店
・
一
九
三
六
年
）
四
〇
頁
、
三
潴
信
三
『
債
権
法
提
要
総
論
下
冊
』（
有
斐
閣
・
一
九
三
六
年
）
五
一
四
頁
、
勝
本

正
晃
『
債
権
法
概
論
（
総
論
）』（
有
斐
閣
・
一
九
四
九
年
）
四
六
〇
頁
、
我
妻
榮
『
新
訂
債
権
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
）
二

二
〇
頁
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論
Ⅲ
（
債
権
総
論
）』（
良
書
普
及
会
・
一
九
九
二
年
）
二
五
〇
頁
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
〔
増
補
版
〕』

（
悠
々
社
・
一
九
九
二
年
）
五
一
三
頁
、
平
井
宜
雄
『
債
権
総
論
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
四
年
）
一
七
九
頁
、
潮
見
佳
男
『
債

権
総
論
Ⅱ
〔
第
３
版
〕』（
信
山
社
・
二
〇
〇
五
年
）
二
二
八
頁
、
川
井
健
『
民
法
概
論
３
債
権
総
論
〔
第
２
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五

年
）
二
八
八
頁
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
〔
第
３
版
〕』（
岩
波
書
店
・
二
〇
一
三
年
）
三
二
〇
頁
。

（
41
）　

梅
・
前
出
注
（
40
）
二
三
二
︱
三
頁
。

（
42
）　

こ
こ
で
の
債
務
者
の
返
還
請
求
権
は
法
律
が
特
に
認
め
た
請
求
権
と
す
る
見
解
が
多
い
。
鳩
山
・
前
出
注
（
40
）
四
〇
六
頁
註
二
、

我
妻
・
前
出
注
（
40
）
二
一
九
頁
、
潮
見
・
前
出
注
（
40
）
二
二
八
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅲ
〔
第
３
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇

五
年
）
六
一
頁
。
し
か
し
、
債
務
者
が
取
り
戻
せ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
引
き
換
え
給
付
を
命
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
条
に
よ
っ
て
特

別
な
返
還
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
説
明
は
、「
順
逆
を
転
倒
し
た
も
の
」
と
な
ろ
う
。
平
井
・
前
出
注
（
40
）
一
七
九
頁
。
む
し

ろ
、
他
人
物
と
は
い
え
債
務
の
弁
済
と
し
て
給
付
し
た
債
務
者
が
そ
の
他
人
物
の
取
り
戻
し
を
請
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
当
利
得
に

基
づ
く
返
還
請
求
権
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
加
藤
雅
信
『
新
民
法
体
系
Ⅲ
債
権
総
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
三
五
六
頁
注
10
。

（
43
）　

石
坂
・
前
出
注
（
40
）
一
三
九
八
頁
、
田
島
＝
柚
木
＝
伊
達
＝
近
藤
・
前
出
注
（
40
）
四
〇
頁
。
債
務
者
で
は
な
く
所
有
者
に
対
し
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て
返
還
す
べ
き
と
し
て
反
対
す
る
の
は
、
鳩
山
・
前
出
注
（
40
）
四
〇
五
頁
、
磯
村
哲
編
〔
奥
田
昌
道
〕『
註
釈
民
法
⑿
』（
有
斐
閣
・
一

九
七
〇
年
）
六
九
頁
。

（
44
）　

岡
松
・
前
出
注
（
40
）
二
五
四
頁
、
横
田
・
前
出
注
（
40
）
八
五
一
頁
。

（
45
）　

田
島
＝
柚
木
＝
伊
達
＝
近
藤
・
前
出
注
（
40
）
三
九
頁
。
星
野
・
前
出
注
（
40
）
二
三
九
頁
は
、
第
四
七
六
条
に
関
し
て
で
あ
る
が
、

留
置
権
な
い
し
同
時
履
行
の
抗
弁
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
有
効
な
弁
済
が
あ
る
ま
で
返
還
を
拒
絶
で
き
る
が
、

真
実
の
所
有
者
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
主
張
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
拒
絶
権
は
留
置
権
で
は
な
い
と
す
る
の
は
、
大
正
一
一
年
一
二
月

一
二
日
法
曹
会
決
議
『
法
曹
会
決
議
要
録
・
上
巻
』（
清
水
書
店
・
一
九
三
一
年
）
二
九
八
頁
。

（
46
）　

学
説
彙
纂
第
四
六
巻
第
三
章
第
四
六
法
文
に
よ
れ
ば
、
与
え
る
債
務
で
の
他
人
物
の
代
物
弁
済
で
は
ま
っ
た
く
弁
済
の
効
力
が
生
じ

な
い
た
め
、
債
務
者
は
本
来
の
債
務
に
基
づ
く
履
行
義
務
を
依
然
と
し
て
負
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
勅
法
集
第
八
巻
第
四
四
章
第
四
法
文

お
よ
び
学
説
彙
纂
第
一
三
巻
第
七
章
第
二
四
法
文
に
よ
れ
ば
、
質
権
が
設
定
さ
れ
た
土
地
が
代
物
弁
済
に
供
さ
れ
て
質
権
に
基
づ
い
て
追

奪
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
、
担
保
譲
渡
を
受
け
た
受
託
者
が
皇
帝
に
よ
っ
て
落
札
さ
れ
た
場
合
、
債
権
者
（
受
託
者
）
に
は
債
務
者
に
対

す
る
準
買
主
訴
権
（actio em

pti utilis
）
が
付
与
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
ド
イ
ツ
で
も
、
代
物
弁
済
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し

て
い
た
見
解
は
、
元
を
辿
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
の
こ
れ
ら
の
法
源
解
釈
に
端
を
発
す
る
。M

ax K
a
ser, D

as Röm
ische Privatrecht, 

Bd.1, 2. A
ufl., M

ünchen, 1971, S.638; Ernst R
a
bel, D

ie H
aftung des V

erkäufers w
egen M

angels im
 Rechte, I. T

eil, 
Geschichtliche Studien über den H

aftungserfolg, Leipzig, 1902, S.113ff.; M
anfred H

a
r
d
e
r, D

ie Leistung an 
Erfüllungs Statt. (D

atio in solutum
), Berlin, 1976, S.98ff.; W

olfgang E
rn
st, Rechtsm

ängelhaftung, T
übingen, 1995, 

S.98f.

（
47
）　Robert von R

ö
m
er, D

ie Leistung an Zahlungsstatt nach dem
 röm

ischen und gem
einen Recht, T

übingen, 1866, 
43ff., S.54, S.59; Bernhard W

in
d
sch

eid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd.2, 7. A
ufl., Frankfurt am

 M
ain, 1891, 

§342, 
S.264ff.

（
48
）　W

erner S
ch
u
bert (H

rsg.), D
ie V

orlagen der Redaktoren für die erste K
om

m
ission zur A

usarbeitung des Entw
urfs 

eines Bürgerlichen Gesetzbuches, Recht der Schuldverhältnisse, T
eil 1, A

llgem
einer T

eil, V
erfasser: Franz Philipp 

von K
ü
bel, Berlin/ N

ew
 Y

ork, 1980, S.1003, S.1024.
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（
49
）　H

orst H
einrich Ja

k
o
bs/ W

erner S
ch
u
bert (H

rsg.), D
ie Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Recht der Schuld

verhältnisse I, Berlin/ N
ew

 Y
ork, 1978, S.622.

（
50
）　Ja

k
o
bs/ S

ch
u
bert, a.a.O

., S.622.
（
51
）　S

ch
u
bert, a.a.O

., S.1001f.
（
52
）　Benno M

u
gd
a
n, D

ie gesam
ten M

aterialien zum
 bürgerlichen Gesetzbuch für das D

eutsche Reich, Bd.2, Recht 
der Schuldverhältnisse, Berlin, 1899, N

eudruck, D
arm

stadt, 1979, S.43.

（
53
）　
『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』
前
出
注
（
39
）
二
七
五
︱
六
頁
。

（
54
）　
『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』
前
出
注
（
39
）
二
七
七
頁
。

（
55
）　W

in
d
sch

eid, a.a.O
., 

§342, S.262; Julius A
lbert G

ru
ch
o
t, D

ie Lehre von der Zahlung der Geldschuld nach heuti
gem

 deutschen Rechte, Berlin, 1871, S.125; Carl Friedrich Ferdinand S
in
t
en
is, D

as praktische gem
eine Civilrecht, 

Bd.2, 3. A
ufl., Leipzig, 1868, 

§103, S.412.

（
56
）　W

in
d
sch

eid, a.a.O
., 

§342, S.262f.; Ludw
ig A

rn
d
t, Lehrbuch der Pandecten, M

ünchen, 1852, 

§263, S.404.

（
57
）　

フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
も
ま
た
、
債
務
法
部
分
草
案
「
履
行
」
第
一
条
に
関
し
て
、
債
務
関
係
に
適
合
し
た
給
付
の
必
要
性
を
前
提

に
、
所
有
権
が
移
転
さ
れ
る
べ
き
債
務
で
は
、
履
行
が
成
立
す
る
た
め
に
は
所
有
権
が
債
権
者
に
移
転
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
説
い
て
い

る
。S

ch
u
bert, a.a.O

., S.1008.

第
一
草
案
理
由
書
も
同
様
で
あ
る
。M

u
gd
a
n, a.a.O

., S.44.

（
58
）　

た
と
え
ば
、
学
説
彙
纂
第
四
六
巻
第
三
章
第
二
〇
法
文
は
、「
も
し
私
が
君
に
、
君
に
な
さ
れ
る
べ
き
だ
が
他
の
債
務
者
の
た
め
に

担
保
設
定
さ
れ
た
私
の
物
を
譲
渡
す
る
な
ら
、
私
は
、
物
が
担
保
に
よ
っ
て
君
か
ら
奪
わ
れ
得
る
た
め
、
解
放
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
（Si 

rem
 m

eam
, quae pignoris nom

ine alii esset obligata, debitam
 tibi solvero, non liberabor, quia avocari tibi res possit 

ab eo, qui pignori accepisset.

）」
と
す
る
。
詳
細
は
、E

rn
st., a.a.O

., S.91ff.

（
59
）　

た
と
え
ば
、
学
説
彙
纂
第
一
八
巻
第
一
章
第
二
五
法
文
第
一
節
は
、「
土
地
を
売
る
者
は
、
買
主
を
あ
た
か
も
問
答
契
約
に
よ
っ
て

土
地
を
約
束
し
た
か
の
よ
う
に
、
土
地
の
所
有
者
と
す
る
必
要
は
な
い
（qui vendidit necesse non habet fundum

 em
ptoris 

facere, ut cogitur qui fundum
 stipulati spopondit

）」
と
す
る
。

（
60
）　

追
奪
を
受
け
る
買
主
が
自
身
の
権
原
を
最
良
に
証
明
す
る
に
は
、
権
原
あ
る
前
主
か
ら
の
取
得
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
買
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主
は
所
有
者
と
の
訴
訟
に
売
主
を
召
喚
し
て
、
そ
の
権
原
を
証
明
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の
最
良
の
方
法
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
譲
渡
人
の
責

任
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
取
得
者
の
占
有
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
」。M

artin Josef S
ch
erm

a
ier, 

A
uctorem

 auctoris laudare?: H
istorisches und V

ergleichendes zur 

“action directe

” im
 K

aufrecht, in K
arlheinz 

M
u
sch

eler (H
rsg.), Röm

ische Jurisprudenz - D
ogm

atik, Ü
berlieferung, Rezeption, Festschrift für D

etlef Liebs zum
 

75. Geburtstag, Berlin, 2012, S.547.

（
61
）　

普
通
法
上
、「
追
奪
に
基
づ
く
受
領
者
の
償
還
訴
権
は
、
契
約
の
不
履
行
と
い
う
法
的
な
観
点
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」
と
す
る
ミ
ュ

ラ
ー
の
見
解
や
、「
追
奪
に
基
づ
く
訴
え
は
、
不
給
付
の
訴
え
、
つ
ま
り
、
給
付
の
訴
え
で
あ
る
」
と
す
る
ベ
ッ
カ
ー
の
主
張
に
見
い
だ

さ
れ
る
。K

arl O
tto M

ü
ller, D

ie Lehre des Röm
ischen Rechte von der Evction, H

alle, 1851, S.6; Ernst Im
m
anuel 

B
ek
k
er, Zur Lehre von der Evictionsleistung, in Jahrbuch des gem

einen deutschen Rechts, Bd.6, 1863, S.233.

ロ
ー

マ
法
か
ら
近
代
立
法
ま
で
、
売
主
の
所
有
権
移
転
義
務
の
不
履
行
と
し
て
追
奪
担
保
責
任
の
発
展
を
跡
づ
け
る
の
は
、Ernst E

ck, D
ie 

V
erpflichtung des V

erkäufers zur Gew
ährung des Eigenthum

s nach röm
ischem

 und gem
einem

 D
eutschen Recht, 

Festschrift im
 A

uftrag der Juristen-Fakultät H
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な
お
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
の
現
代
化
法
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
四
四
〇
条

第
二
項
な
い
し
第
四
項
は
削
除
さ
れ
た
が
、
新
第
四
四
〇
条
第
四
項
は
、「
売
主
が
追
履
行
の
た
め
に
瑕
疵
の
な
い
物
を
供
給
す
る
場
合
、

売
主
は
買
主
に
瑕
疵
の
あ
る
物
の
返
還
を
、
第
三
四
六
条
な
い
し
第
三
四
八
条
の
基
準
に
従
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
明
文
あ
る
追
履
行
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
（
解
除
の
場
合
の
同
時
履
行
関
係
を
規
律
す
る
第
三
四
八
条
の
準
用
）、
損

害
賠
償
の
場
合
に
も
、
そ
れ
ら
の
権
利
と
瑕
疵
あ
る
物
と
の
同
時
履
行
の
関
係
が
推
測
さ
れ
よ
う
。


